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○
農
林
水
産
省
告
示
第 

 
 

号 
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
農
林
水
産
省
令
第

五
十
九
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
八
年
八
月
七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
百
十
号
（
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る

経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
七
条
及
び
第
九
条
第
一
項
第
一
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め

る
規
格
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

令
和 

 

年 
 

月 
 

 
日 

農
林
水
産
大
臣 

坂
本 

哲
志 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に

対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。 
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改

正

後 

改

正

前 
一 
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め

る
規
格
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め

る
規
格
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

生
産
条
件
不
利
補
正
対
象
農
産
物
の

種
類 

規 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

格 

麦
～
菜
種 

（
略
） 

備
考 一 

こ
の
表
に
お
い
て
「
パ
ン
・
中
華
麺
用
品
種
」
と
は
、
次
の
要
件
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
小
麦
の
品
種
を
い
い
、
「
非
パ
ン
・
中
華
麺
用
品
種

」
と
は
、
パ
ン
・
中
華
麺
用
品
種
以
外
の
小
麦
の
品
種
を
い
う
。 

イ 

銘
柄
が
、
ア
オ
バ
コ
ム
ギ
、
キ
タ
ノ
カ
オ
リ
、
銀
河
の
ち
か
ら
、
く

ま
き
ら
り
、
コ
ユ
キ
コ
ム
ギ
、
さ
ち
か
お
り
、
せ
と
き
ら
ら
、
セ
ト
デ

ュ
ー
ル
、
ダ
ブ
ル
八
号
、
タ
マ
イ
ズ
ミ
、
ち
く
し
Ｗ
二
号
、
ち
く
し
Ｗ

四
三
号
、
つ
る
き
ち
、
長
崎
Ｗ
二
号
、
夏
黄
金
、
ナ
ン
ブ
コ
ム
ギ
、
ニ

シ
ノ
カ
オ
リ
、
ハ
ナ
チ
カ
ラ
、
ハ
ナ
マ
ン
テ
ン
、
は
る
風
ふ
わ
り
、
は

る
き
ら
り
、
は
る
み
ず
き
、
ハ
ル
ユ
タ
カ
、
春
よ
恋
、
福
井
県
大
三
号

、
ミ
ナ
ミ
ノ
カ
オ
リ
、
み
な
み
の
や
わ
ら
、
み
の
り
の
ち
か
ら
、
モ
チ

ハ
ル
カ
、
や
わ
ら
姫
、
ゆ
き
ち
か
ら
、
ゆ
め
あ
か
り
、
ユ
メ
ア
サ
ヒ
、

ゆ
め
か
お
り
、
ユ
メ
シ
ホ
ウ
又
は
ゆ
め
ち
か
ら
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

（
略
） 

二
～
九 

（
略
） 

生
産
条
件
不
利
補
正
対
象
農
産
物
の

種
類 

規 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

格 

麦
～
菜
種 

（
略
） 

備
考 一 

こ
の
表
に
お
い
て
「
パ
ン
・
中
華
麺
用
品
種
」
と
は
、
次
の
要
件
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
小
麦
の
品
種
を
い
い
、
「
非
パ
ン
・
中
華
麺
用
品
種

」
と
は
、
パ
ン
・
中
華
麺
用
品
種
以
外
の
小
麦
の
品
種
を
い
う
。 

イ 

銘
柄
が
、
ア
オ
バ
コ
ム
ギ
、
キ
タ
ノ
カ
オ
リ
、
銀
河
の
ち
か
ら
、
く

ま
き
ら
り
、
コ
ユ
キ
コ
ム
ギ
、
さ
ち
か
お
り
、
せ
と
き
ら
ら
、
セ
ト
デ

ュ
ー
ル
、
ダ
ブ
ル
八
号
、
タ
マ
イ
ズ
ミ
、
ち
く
し
Ｗ
二
号
、
つ
る
き
ち

、
長
崎
Ｗ
二
号
、
夏
黄
金
、
ナ
ン
ブ
コ
ム
ギ
、
ニ
シ
ノ
カ
オ
リ
、
ハ
ナ

チ
カ
ラ
、
ハ
ナ
マ
ン
テ
ン
、
は
る
風
ふ
わ
り
、
は
る
き
ら
り
、
は
る
み

ず
き
、
ハ
ル
ユ
タ
カ
、
春
よ
恋
、
福
井
県
大
三
号
、
ミ
ナ
ミ
ノ
カ
オ
リ

、
み
な
み
の
や
わ
ら
、
み
の
り
の
ち
か
ら
、
モ
チ
ハ
ル
カ
、
や
わ
ら
姫

、
ゆ
き
ち
か
ら
、
ゆ
め
あ
か
り
、
ユ
メ
ア
サ
ヒ
、
ゆ
め
か
お
り
、
ユ
メ

シ
ホ
ウ
又
は
ゆ
め
ち
か
ら
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

（
略
） 

二
～
九 

（
略
） 

二 

（
略
） 

別
表
第
一 

小
麦 

二 

（
略
） 

別
表
第
一 

小
麦 

生
産
地
の
属
す
る
都

道
府
県 

銘 
 
 
 
 

柄 

 

用 
 
 
 
 
 
 

途 

 

北
海
道
～
山
形
県 

（
略
） 

（
略
） 

福
島
県 

ア
ブ
ク
マ
ワ
セ
・
き
ぬ

あ
ず
ま
（
※
） 

（
略
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

さ
と
の
そ
ら
～
ゆ
き
ち

（
略
） 

生
産
地
の
属
す
る
都

道
府
県 

銘 
 
 
 
 

柄 

 

用 
 
 
 
 
 
 

途 

 
北
海
道
～
山
形
県 

（
略
） 

（
略
） 

福
島
県 

ア
ブ
ク
マ
ワ
セ
・
き
ぬ

あ
ず
ま
（
※
） 

（
略
） 

ふ
く
あ
か
り
（
※
） 

日
本
麺
の
製
造
用 

さ
と
の
そ
ら
～
ゆ
き
ち

（
略
） 
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か
ら 

茨
城
県
～
神
奈
川
県 

（
略
） 

（
略
） 

新
潟
県 

ゆ
き
は
る
か 

日
本
麺
の
製
造
用 

夏
黄
金
・
ゆ
き
ち
か
ら 

（
略
） 

富
山
県
～
三
重
県 

（
略
） 

（
略
） 

滋
賀
県 

シ
ロ
ガ
ネ
コ
ム
ギ
～
ニ

シ
ノ
カ
オ
リ 

（
略
） 

は
る
風
ふ
わ
り 

 

パ
ン
又
は
中
華
麺
の
製
造

用 
ミ
ナ
ミ
ノ
カ
オ
リ
・
ゆ

め
ち
か
ら
（
※
※
） 

（
略
） 

京
都
府
～
奈
良
県 

（
略
） 

（
略
） 

鳥
取
県 

チ
ク
ゴ
イ
ズ
ミ
（
※
）

・
銀
河
の
ち
か
ら
（
※

※
） 

（
略
） 

さ
ち
か
お
り 

 
パ
ン
又
は
中
華
麺
の
製
造

用 

は
る
風
ふ
わ
り 

 

パ
ン
又
は
中
華
麺
の
製
造

用 

ミ
ナ
ミ
ノ
カ
オ
リ 

（
略
） 

島
根
県
～
広
島
県 

（
略
） 

（
略
） 

山
口
県 

に
し
の
や
わ
ら
（
※
） 

日
本
麺
の
製
造
用 

ふ
く
さ
や
か
・
せ
と
き

ら
ら 

（
略
） 

徳
島
県
～
愛
媛
県 

（
略
） 

（
略
） 

福
岡
県 

シ
ロ
ガ
ネ
コ
ム
ギ
～
ち

く
し
Ｗ
二
号 

（
略
） 

ち
く
し
Ｗ
四
三
号 

 

パ
ン
又
は
中
華
麺
の
製
造

用 

ミ
ナ
ミ
ノ
カ
オ
リ
～
モ

チ
ハ
ル
カ 

（
略
） 

佐
賀
県
～
大
分
県 

（
略
） 

（
略
） 

か
ら 

茨
城
県
～
神
奈
川
県 

（
略
） 

（
略
） 

新
潟
県 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

夏
黄
金
・
ゆ
き
ち
か
ら 

（
略
） 

富
山
県
～
三
重
県 

（
略
） 

（
略
） 

滋
賀
県 

シ
ロ
ガ
ネ
コ
ム
ギ
～
ニ

シ
ノ
カ
オ
リ 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

 

ミ
ナ
ミ
ノ
カ
オ
リ
・
ゆ

め
ち
か
ら
（
※
※
） 

（
略
） 

京
都
府
～
奈
良
県 

（
略
） 

（
略
） 

鳥
取
県 

チ
ク
ゴ
イ
ズ
ミ
（
※
）

・
銀
河
の
ち
か
ら
（
※

※
） 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

ミ
ナ
ミ
ノ
カ
オ
リ 

（
略
） 

島
根
県
～
広
島
県 

（
略
） 

（
略
） 

山
口
県 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

ふ
く
さ
や
か
・
せ
と
き

ら
ら 

（
略
） 

徳
島
県
～
愛
媛
県 

（
略
） 

（
略
） 

福
岡
県 

シ
ロ
ガ
ネ
コ
ム
ギ
～
ち

く
し
Ｗ
二
号 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

ミ
ナ
ミ
ノ
カ
オ
リ
～
モ

チ
ハ
ル
カ 

（
略
） 

佐
賀
県
～
大
分
県 

（
略
） 

（
略
） 
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宮
崎
県 

チ
ク
ゴ
イ
ズ
ミ
（
※
） 

（
略
） 

せ
と
き
ら
ら 

 

パ
ン
又
は
中
華
麺
の
製
造

用 

は
る
み
ず
き 

 

パ
ン
又
は
中
華
麺
の
製
造

用 

ミ
ナ
ミ
ノ
カ
オ
リ 

（
略
） 

鹿
児
島
県 

（
略
） 

（
略
） 

宮
崎
県 

チ
ク
ゴ
イ
ズ
ミ
（
※
） 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

ミ
ナ
ミ
ノ
カ
オ
リ 

（
略
） 

鹿
児
島
県 

（
略
） 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

別
表
第
二 

二
条
大
麦 

備
考 

（
略
） 

別
表
第
二 

二
条
大
麦 

生
産
地
の
属
す
る
都

道
府
県 

銘 
 
 
 
 

柄 

 

用 
 
 
 
 
 
 

途 

 

北
海
道
～
京
都
府 

（
略
） 

（
略
） 

鳥
取
県 

し
ゅ
ん
れ
い 

（
略
） 

は
る
さ
や
か 

麦
茶
の
製
造
用 

島
根
県
～
徳
島
県 

（
略
） 

（
略
） 

香
川
県 

 

は
る
か
二
条 

 
麦
茶
の
製
造
用
以
外
の
も

の 

高
知
県 

（
略
） 

（
略
） 

福
岡
県 

く
す
も
ち
二
条 

（
略
） 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

 

は
る
か
二
条
～
ほ
う
し

ゅ
ん 

（
略
） 

佐
賀
県
～
大
分
県 

（
略
） 

（
略
） 

宮
崎
県 

ニ
シ
ノ
ホ
シ
・
は
る
か

二
条 

（
略
） 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

 

鹿
児
島
県 

（
略
） 

（
略
） 

生
産
地
の
属
す
る
都

道
府
県 

銘 
 
 
 
 

柄 

 

用 
 
 
 
 
 
 

途 

 

北
海
道
～
京
都
府 

（
略
） 

（
略
） 

鳥
取
県 

し
ゅ
ん
れ
い 

（
略
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

島
根
県
～
徳
島
県 

（
略
） 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

高
知
県 

（
略
） 

（
略
） 

福
岡
県 

く
す
も
ち
二
条 

（
略
） 

し
ゅ
ん
れ
い 

麦
茶
の
製
造
用
以
外
の
も

の 

は
る
か
二
条
～
ほ
う
し

ゅ
ん 

（
略
） 

佐
賀
県
～
大
分
県 

（
略
） 

（
略
） 

宮
崎
県 

ニ
シ
ノ
ホ
シ
・
は
る
か

二
条 

（
略
） 

は
る
し
ず
く 

 

麦
茶
の
製
造
用
以
外
の
も

の 

鹿
児
島
県 

（
略
） 

（
略
） 

別
表
第
三 

六
条
大
麦 

別
表
第
三 

六
条
大
麦 

生
産
地
の
属
す
る
都

銘 
 
 
 
 

柄 

用 
 
 
 
 
 
 

途 

生
産
地
の
属
す
る
都

銘 
 
 
 
 

柄 

用 
 
 
 
 
 
 

途 
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道
府
県 

 
 

岩
手
県
～
茨
城
県 

（
略
） 

（
略
） 

栃
木
県 

 

シ
ュ
ン
ラ
イ 

 

麦
茶
の
製
造
用 

 

群
馬
県
～
大
分
県 

（
略
） 

（
略
） 

道
府
県 

 
 

岩
手
県
～
茨
城
県 

（
略
） 

（
略
） 

栃
木
県 

 

シ
ュ
ン
ラ
イ 

 

麦
茶
の
製
造
用
以
外
の
も

の 

群
馬
県
～
大
分
県 

（
略
） 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

別
表
第
四 

は
だ
か
麦 

備
考 

（
略
） 

別
表
第
四 

は
だ
か
麦 

生
産
地
の
属
す
る
都

道
府
県 

銘 
 
 
 
 

柄 

 

用 
 
 
 
 
 
 

途 

 

北
海
道
～
香
川
県 

（
略
） 

（
略
） 

愛
媛
県 

ダ
イ
シ
モ
チ
～
マ
ン
ネ

ン
ボ
シ 

（
略
） 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

 

福
岡
県
～
大
分
県 

（
略
） 

（
略
） 

別
表
第
五
～
別
表
第
十 

（
略
） 

生
産
地
の
属
す
る
都

道
府
県 

銘 
 
 
 
 

柄 

 

用 
 
 
 
 
 
 

途 

 

北
海
道
～
香
川
県 

（
略
） 

（
略
） 

愛
媛
県 

ダ
イ
シ
モ
チ
～
マ
ン
ネ

ン
ボ
シ 

（
略
） 

ユ
メ
サ
キ
ボ
シ 

 

麦
茶
の
製
造
用
以
外
の
も

の 

福
岡
県
～
大
分
県 

（
略
） 

（
略
） 

別
表
第
五
～
別
表
第
十 

（
略
） 

定
義 

（
略
） 

定
義 

（
略
） 
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附 

則 
１ 
こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
十
八
年
八
月
七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
百
十
号
の
規
定
は
、
令
和
六
年
産
の
麦
に
係

る
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三

条
第
一
項
第
二
号
の
交
付
金
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
し
、
令
和
五
年
以
前
の
年
産
の
麦
に
係
る
当
該
交
付
金
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 


